


 

 

 

 

 

後期基本計画の策定にあたって 

 

 

本町では、これまで平成 28 年度（2016 年度）を初年度とする、邑楽町第六次総合計画を

策定し、「やさしさと活気の調和した 夢あふれるまち“おうら”」を将来像として、また、「人口減少

に対応した地域資源の活用と少子化対策の充実で元気あるまちづくり」を基本理念に、あらゆる

分野で人口減少対策に努めてまいりました。 

この総合計画の計画期間は、基本構想 10 年間、基本計画は前期・後期の５年間ごとと定

めております。ここに前期基本計画期間の終了年次を迎えることから、新たに５年間の後期基本

計画を策定いたしました。 

今後も、社会経済情勢や町民ニーズの変化、多様化を的確に捉えた行政サービスを提供

します。また、後期基本計画では、危機管理体制の強化や豊かな自然と都市機能が共生する

持続可能なまちづくりを更に推進していけるよう努めてまいります。 

結びに、本計画の策定に当たりまして、数多くの貴重なご意見・ご提言を頂きました邑楽町総

合開発計画審議会委員の皆さま、外部評価委員会委員の皆さま、邑楽町議会議員の皆さま

並びに町民アンケート、町民広聴会、一日子ども議会等を通じ、ご協力を頂きました全ての皆さ

まに心から感謝申し上げます。 

  

令和２年１２月         
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４．Society5.0（超スマート社会）の取組 

Society1.0（狩猟社会）、Society2.0（農耕社会）、Society3.0（工業社会）、Society4.0（情報社会）

に続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿

として初めて提唱されました。 

これまでの Society4.0 では知識や情報が共有されず、分野横断的な連携が不十分であるという問題が

ありました。Society5.0 で実現する社会は、IoT（Internet of Things）で全ての人とモノがつながり、

様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、これらの課題や困難を克服

します。また、AI（人工知能）により、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動

走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服されます（内閣府ホーム

ページより一部抜粋）。 

本町においても、AIや RPA（ロボットによる業務自動化）の導入を積極的に推進することで、行政サー

ビスの向上や業務の効率化を図っていきます。 

 

 

出典：内閣府ホームページ 
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５．社会情勢の変化への対応（危機管理体制の強化） 

昨今の大型台風などの自然災害や新型コロナウイルス感染症などの世界的な疫病に対して、行政とし

ての防災対策である「公助」について引き続き全庁を挙げて組織体制の整備や災害対応の強化を図って

いきます。また、町民や地域で防災対策を行う「自助」及び「共助」の部分においては、啓発活動を推進

するとともに、行政と一体となった防災対策に取り組みます。 

 

出典：広報おうら-令和元年（2019 年）11 月号 
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第４章 後期基本計画

～後期基本計画～ 
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(３) 

地域福祉活動の

推進 

1.3-各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、

2030 年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 

10.4-税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進

的に達成する。 

(４) 

高齢者福祉の推

進 

1.3-各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、

2030 年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 

8.5-2030 年までに、若者や障害者を含む全ての男性及び女性の、完全かつ生産的

な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、並びに同一労働同一賃金を達成す

る。 

17.17-さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公

的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

(５) 

障がい者福祉の

充実 

1.5-2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性（レジリエンス）を

構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的シ

ョックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 

4.5-2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び

脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等

にアクセスできるようにする。 

4.a-子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、全ての人々

に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。

8.5-2030 年までに、若者や障害者を含む全ての男性及び女性の、完全かつ生産的

な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、並びに同一労働同一賃金を達成す

る。 

11.5-2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてなが

ら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内

総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 
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(６) 

社会保障制度の

健全な運営 

1.2-2030 年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、全ての年齢

の男性、女性、子供の割合を半減させる。 

1.3-各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、

2030 年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 

3.d-全ての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、

危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。

4.5-2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び

脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等

にアクセスできるようにする。 

10.4-税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進

的に達成する。 

(７) 

子育て支援の充

実 

2.1-2030 年までに、飢餓を撲滅し、全ての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱

な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにす

る。 

3.1-2030 年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生 10 万人当たり 70 人未満に削減

する。 

3.2-全ての国が新生児死亡率を少なくとも出生 1,000件中 12件以下まで減らし、

５歳以下死亡率を少なくとも出生 1,000 件中 25 件以下まで減らすことを目指

し、 2030 年までに、新生児及び５歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 

3.7-2030 年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・

計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスを全ての人々が利用

できるようにする。 

4.2-2030 年までに、全ての子供が男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア

及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うよう

にする。 

5.6-国際人口・開発会議（ICPD）の行動計画及び北京行動綱領、並びにこれらの

検証会議の成果文書に従い、性と生殖に関する健康及び権利への普遍的アクセ

スを確保する。
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16.2-子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅す

る。 

(８) 

ひとり親福祉の

充実 

1.2-2030 年までに、各国定義によるあらゆる次元の貧困状態にある、全ての年齢

の男性、女性、子供の割合を半減させる。 

1.3-各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、

2030 年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 

4.1-2030 年までに、全ての子供が男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果を

もたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるように

する。 

4.3-2030 年までに、全ての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・

職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 

4.5-2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び

脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等

にアクセスできるようにする。 

4.a-子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、全ての人々

に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。

11.1-2030 年までに、全ての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サー

ビスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。 

(９) 

消防力と救急体

制の充実 

3.6-2020 年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 

11.5-2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてなが

ら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内

総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 

13.1-全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエン

ス）及び適応の能力を強化する。

17.17-さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公

的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 
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(10) 

防犯対策の推進 

1.5-2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性（レジリエンス）を

構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的シ

ョックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 

16.3-国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、全ての人々に司法への平

等なアクセスを提供する。 

17.17-さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公

的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

(11) 

危機管理体制の

整備 

1.5-2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性（レジリエンス）を

構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的シ

ョックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 

11.1-2030 年までに、全ての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サー

ビスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。 

11.5-2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてなが

ら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内

総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 

11.b-2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強

靱さ（レジリエンス）を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び

人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組 2015-2030 に沿って、あら

ゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。

13.1-全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエン

ス）及び適応の能力を強化する。

13.2-気候変動対策を国別の政策、戦略及び計画に盛り込む。 

13.3-気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期警戒に関する教育、啓発、人的能

力及び制度機能を改善する。 

13.b-後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において、女性や青年、地方及び社会

的に疎外されたコミュニティに焦点を当てることを含め、気候変動関連の効果

的な計画策定と管理のための能力を向上するメカニズムを推進する。
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(12) 

交通安全対策の

推進 

1.5-2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性（レジリエンス）を

構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的シ

ョックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 

3.6-2020 年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 

17.17-さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公

的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

(13) 

消費者の安全対

策の推進 

1.5-2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性（レジリエンス）を

構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的シ

ョックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 

4.5-2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び

脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等

にアクセスできるようにする。 

10.2-2030 年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済

的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的

及び政治的な包含を促進する。 

12.1-開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関す

る 10 年計画枠組み（10YFP）を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を

講じる。 

12.3-2030 年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃

棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを

減少させる。 

12.4-2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを

通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境

への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を

大幅に削減する。 

12.5-2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃

棄物の発生を大幅に削減する。 

12.7-国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 

12.8  2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然

と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。 
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16.3-国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、全ての人々に司法への平

等なアクセスを提供する。 

16.10-国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自

由を保障する。 

(14) 

相談事業の拡充 

5.1-あらゆる場所における全ての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を

撤廃する。 

5.2-人身売買や性的、その他の種類の搾取など、全ての女性及び女児に対する、

公共・私的空間におけるあらゆる形態の暴力を排除する。 

16.1-あらゆる場所において、全ての形態の暴力及び暴力に関連する死亡率を大

幅に減少させる。 

16.2-子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅す

る。 

16.3-国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、全ての人々に司法への平

等なアクセスを提供する。 

16.10-国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自

由を保障する。 

(15) 

農業の振興 

2.3-2030 年までに、土地、その他の生産資源や、投入財、知識、金融サービス、

市場及び高付加価値化や非農業雇用の機会への確実かつ平等なアクセスの確

保などを通じて、女性、先住民、家族農家、牧畜民及び漁業者をはじめとする

小規模食料生産者の農業生産性及び所得を倍増させる。 

2.4-2030 年までに、生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候

変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向

上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産シ

ステムを確保し、強靭（レジリエント）な農業を実践する。

6.6-2020 年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼を含む水に関連する

生態系の保護・回復を行う。 

8.2-高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多

様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成す

る。 

8.9-2030 年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な

観光業を促進するための政策を立案し実施する。 

9.1-全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉

を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能

かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 

9.4-2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技

術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可

能性を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 
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15.1-2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾

燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保

全、回復及び持続可能な利用を確保する。 

(16) 

工業の振興 

8.2-高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多

様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成す

る。 

8.3-生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開

発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通

じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 

8.10-国内の金融機関の能力を強化し、全ての人々の銀行取引、保険及び金融サー

ビスへのアクセスを促進・拡大する。 

9.1-全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉

を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能

かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 

9.3-特に開発途上国における小規模の製造業その他の企業の、安価な資金貸付な

どの金融サービスやバリューチェーン及び市場への統合へのアクセスを拡大

する。 

9.5-2030 年までにイノベーションを促進させることや 100 万人当たりの研究開

発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるなど、開

発途上国をはじめとする全ての国々の産業セクターにおける科学研究を促進

し、技術能力を向上させる。 

(17) 

商業の振興 

8.2-高付加価値セクターや労働集約型セクターに重点を置くことなどにより、多

様化、技術向上及びイノベーションを通じた高いレベルの経済生産性を達成す

る。 

8.3-生産活動や適切な雇用創出、起業、創造性及びイノベーションを支援する開

発重視型の政策を促進するとともに、金融サービスへのアクセス改善などを通

じて中小零細企業の設立や成長を奨励する。 

8.10-国内の金融機関の能力を強化し、全ての人々の銀行取引、保険及び金融サー

ビスへのアクセスを促進・拡大する。 

9.3-特に開発途上国における小規模の製造業その他の企業の、安価な資金貸付な

どの金融サービスやバリューチェーン及び市場への統合へのアクセスを拡大

する。 

9.5-2030 年までにイノベーションを促進させることや 100 万人当たりの研究開

発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるなど、開

発途上国をはじめとする全ての国々の産業セクターにおける科学研究を促進

し、技術能力を向上させる。 
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17.17-さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公

的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

(18) 

良好な就労環境

の整備 

4.4-2030 年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らし

い仕事及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。 

5.1-あらゆる場所における全ての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を

撤廃する。 

5.4-公共のサービス、インフラ及び社会保障政策の提供、並びに各国の状況に応

じた世帯・家族内における責任分担を通じて、無報酬の育児・介護や家事労働

を認識・評価する。 

5.5-政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効

果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。 

8.5-2030 年までに、若者や障害者を含む全ての男性及び女性の、完全かつ生産的

な雇用及び働きがいのある人間らしい仕事、並びに同一労働同一賃金を達成す

る。 

8.6-2020 年までに、就労、就学及び職業訓練のいずれも行っていない若者の割合

を大幅に減らす。 

8.8-移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用状態にある労働者など、

全ての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。 

(19) 

観光活動の活発

化 

8.9-2030 年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な

観光業を促進するための政策を立案し実施する。 

11.7-2030 年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂

的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 

17.17-さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公

的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

(20) 

計画的な土地利

用の推進 

6.6-2020 年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼を含む水に関連する

生態系の保護・回復を行う。 
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11.3-2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加

型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 

11.7-2030 年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂

的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 

11.a-各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都

市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。

15.1-2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾

燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保

全、回復及び持続可能な利用を確保する。 

15.2-2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森

林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大

幅に増加させる。 

(21) 

交通環境の整備 

9.1-全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉

を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能

かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 

11.2-2030 年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子供、障害者及び高齢者の

ニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善によ

り、全ての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システ

ムへのアクセスを提供する。

(22) 

緑と水辺の保全

と整備 

6.6-2020 年までに、山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼を含む水に関連する

生態系の保護・回復を行う。 

11.5-2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてなが

ら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内

総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 

11.7-2030 年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂

的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 

12.8-2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と

調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。 

13.1-全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエン

ス）及び適応の能力を強化する。
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17.17-さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公

的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

(23) 

良好な住環境と

市街地形成 

1.3-各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、

2030 年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 

1.5-2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性（レジリエンス）を

構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的シ

ョックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 

11.1-2030 年までに、全ての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サー

ビスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。 

11.3-2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加

型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 

11.5-2030 年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてなが

ら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内

総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 

11.7-2030 年までに、女性、子供、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂

的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 

(24) 

安定した上水道

の供給 

6.1-2030 年までに、全ての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ衡平なアク

セスを達成する。

6.4-2030 年までに、全セクターにおいて水利用の効率を大幅に改善し、淡水の持

続可能な採取及び供給を確保し水不足に対処するとともに、水不足に悩む人々

の数を大幅に減少させる。 

6.5-2030 年までに、国境を越えた適切な協力を含む、あらゆるレベルでの統合水

資源管理を実施する。 

17.17-さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公

的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

(25) 

温暖化防止対策

の推進 

1.5-2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性（レジリエンス）を

構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的シ

ョックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 

4.7-2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイ

ル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズン

シップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、

全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得

できるようにする。 
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7.1-2030 年までに、安価かつ信頼できる現代的エネルギーサービスへの普遍的ア

クセスを確保する。 

7.2-2030 年までに、世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割

合を大幅に拡大させる。 

 

12.8-2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と

調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。 

 

13.1-全ての国々において、気候関連災害や自然災害に対する強靱性（レジリエン

ス）及び適応の能力を強化する。 

(26) 

快適な生活環境

の創造 

 

6.1-2030 年までに、全ての人々の、安全で安価な飲料水の普遍的かつ衡平なアク

セスを達成する。 

6.2-2030 年までに、全ての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアク

セスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女児、並びに脆弱な立場にあ

る人々のニーズに特に注意を払う。 

 

9.4-2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技

術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可

能性を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 

 

11.6-2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注

意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減す

る。 

 

12.4-2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを

通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境

への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を

大幅に削減する。 

12.5-2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃

棄物の発生を大幅に削減する。 

(27) 

循環型社会の形

成 
 

6.2-2030 年までに、全ての人々の、適切かつ平等な下水施設・衛生施設へのアク

セスを達成し、野外での排泄をなくす。女性及び女児、並びに脆弱な立場にあ

る人々のニーズに特に注意を払う。 

6.3-2030 年までに、汚染の減少、投棄の廃絶と有害な化学物・物質の放出の最小

化、未処理の排水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模で大幅

に増加させることにより、水質を改善する。 
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6.b-水と衛生に関わる分野の管理向上における地域コミュニティの参加を支援・

強化する。

9.4-2030 年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技

術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可

能性を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 

12.4-2020 年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを

通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境

への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を

大幅に削減する。 

12.5-2030 年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃

棄物の発生を大幅に削減する。 

12.8-2030 年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と

調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする。 

14.1-2025 年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、

あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 

17.17-さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公

的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

(28) 

幼児教育・保育

の充実 

1.3-各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、

2030 年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 

2.1-2030 年までに、飢餓を撲滅し、全ての人々、特に貧困層及び幼児を含む脆弱

な立場にある人々が一年中安全かつ栄養のある食料を十分得られるようにす

る。 

2.2-５歳未満の子供の発育阻害や消耗性疾患について国際的に合意されたター

ゲットを 2025 年までに達成するなど、2030 年までにあらゆる形態の栄養不良

を解消し、若年女子、妊婦・授乳婦及び高齢者の栄養ニーズへの対処を行う。 

4.2-2030 年までに、全ての子供が男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア

及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うよう

にする。 



28 

16.2-子供に対する虐待、搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問を撲滅す

る。 

(29) 

質の高い学校教

育の推進 

4.1-2030 年までに、全ての子供が男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果を

もたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるように

する。 

4.3-2030 年までに、全ての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・

職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。 

4.6-2030 年までに、全ての若者及び大多数（男女ともに）の成人が、読み書き能

力及び基本的計算能力を身に付けられるようにする。 

4.a-子供、障害及びジェンダーに配慮した教育施設を構築・改良し、全ての人々

に安全で非暴力的、包摂的、効果的な学習環境を提供できるようにする。

(30) 

社会教育の振興

と生涯学習社会

の推進 

1.3-各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、

2030 年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 

4.5-2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び

脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等

にアクセスできるようにする。 

4.7-2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイ

ル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズン

シップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、

全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得

できるようにする。 

(31) 

青少年の健全育

成 

1.3-各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、

2030 年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 

4.5-2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び

脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等

にアクセスできるようにする。 

4.7-2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイ

ル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズン

シップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、

全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得

できるようにする。 
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(32) 

スポーツの振興

1.3-各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、

2030 年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 

4.5-2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び

脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等

にアクセスできるようにする。 

4.7-2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイ

ル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズン

シップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、

全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得

できるようにする。 

(33) 

文化財の保護と

活用 

4.5-2030 年までに、教育におけるジェンダー格差を無くし、障害者、先住民及び

脆弱な立場にある子供など、脆弱層があらゆるレベルの教育や職業訓練に平等

にアクセスできるようにする。 

4.7-2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイ

ル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズン

シップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、

全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得

できるようにする。 

11.4-世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。 

(34) 

芸術文化の振興 

4.1-2030 年までに、全ての子供が男女の区別なく、適切かつ効果的な学習成果を

もたらす、無償かつ公正で質の高い初等教育及び中等教育を修了できるように

する。 

4.2-2030 年までに、全ての子供が男女の区別なく、質の高い乳幼児の発達・ケア

及び就学前教育にアクセスすることにより、初等教育を受ける準備が整うよう

にする。 

4.7-2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイ

ル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズン

シップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、

全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得

できるようにする。 
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(35) 

多文化共生・国

際化の推進 

 

1.5-2030 年までに、貧困層や脆弱な状況にある人々の強靱性（レジリエンス）を

構築し、気候変動に関連する極端な気象現象やその他の経済、社会、環境的シ

ョックや災害に暴露や脆弱性を軽減する。 

 

4.7-2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイ

ル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズン

シップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、

全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得

できるようにする。 

 

10.2-2030 年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済

的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的

及び政治的な包含を促進する。 

 

17.17-さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公

的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

(36) 

人権の尊重・男

女共同参画社会

の推進 

 

1.3-各国において最低限の基準を含む適切な社会保護制度及び対策を実施し、

2030 年までに貧困層及び脆弱層に対し十分な保護を達成する。 

 

4.7-2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイ

ル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズン

シップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、

全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得

できるようにする。 

 

5.1-あらゆる場所における全ての女性及び女児に対するあらゆる形態の差別を

撤廃する。 

5.5-政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効

果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する。 

 

16.3-国家及び国際的なレベルでの法の支配を促進し、全ての人々に司法への平

等なアクセスを提供する。 

16.10-国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自

由を保障する。 
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(37) 

地域コミュニテ

ィ活動の推進 

 

16.7-あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を

確保する。 

 

17.17-さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公

的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

(38) 

情報共有と町民

参画の推進 

 

10.2-2030 年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済

的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的

及び政治的な包含を促進する。 

 

16.6-あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を

発展させる。 

16.7-あらゆるレベルにおいて、対応的、包摂的、参加型及び代表的な意思決定を

確保する。 

16.10-国内法規及び国際協定に従い、情報への公共アクセスを確保し、基本的自

由を保障する。 

(39) 

協働のまちづく

りの推進 

 

10.2-2030 年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済

的地位その他の状況に関わりなく、全ての人々の能力強化及び社会的、経済的

及び政治的な包含を促進する。 

 

16.6-あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を

発展させる。 

 

17.17-さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公

的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 

(40) 

ICT（情報通信技

術）の推進 
 

4.7-2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイ

ル、人権、男女の平等、平和及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズン

シップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通して、

全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得

できるようにする。 
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9.1-全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉

を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能

かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 

(41) 

効率・効果的な

行政運営の推進 

9.1-全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉

を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能

かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 

16.6-あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を

発展させる。 

(42) 

財政運営の健全

性の確保 

12.7-国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進する。 

16.6-あらゆるレベルにおいて、有効で説明責任のある透明性の高い公共機関を

発展させる。 

(43) 

広域行政の推進 

8.9-2030 年までに、雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な

観光業を促進するための政策を立案し実施する。 

9.1-全ての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉

を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能

かつ強靱（レジリエント）なインフラを開発する。 

17.17-さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公

的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する。 
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後期基本計画施策 
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第５章 参考資料

～参考資料～ 
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邑楽町議会基本条例 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条） 

第２章 議会の活動原則（第２条・第３条） 

第３章 議員の活動原則（第４条） 

第４章 町民に開かれた議会（第５条－第８条） 

第５章 町民と議会との関係（第９条・第10条） 

第６章 議会と行政の関係（第11条－第14条） 

第７章 議会の機能強化（第15条－第18条） 

第８章 議員の身分及び待遇（第19条・第20条） 

第９章 最高規範性と見直し手続（第21条－第23条） 

 附則 

地方分権の推進に伴い、自治体の自己責任と自己決定の範囲が拡大しており、二元代表制の一翼

である地方議会の行政の監視機関、意思決定機関、立法機関としての役割と責任は、ますます大き

くなっています。 

 また、町民全体の福祉の向上と町の発展には、町民と議会の信頼関係、協働のまちづくりが強く

求められています。 

 そのために議会は、正確な情報を町民と共有し、多様化する町民ニーズを的確に把握して町政に

反映させるため、その議会機能を強化しなければなりません。また、議員は、自己研さんに努め、議

会改革を推進し、自らの役割と責任を明確にする必要があります。 

 このような認識の下、邑楽町議会は「町民に分かりやすい開かれた議会」を実現し、夢あふれる次

世代への架け橋となるよう、全力を尽くすことをここに決意し、議会基本条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、議会に関する基本的事項を定め、町民参加を基本とする分かりやすい開かれ

た議会を実現し、町民全体の福祉の向上と豊かなまちづくりに寄与することを目的とします。 

   第２章 議会の活動原則 

（議会の活動原則） 

第２条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動します。 

(1) 議会は、町民を代表する議決機関であることを自覚し、常に公平性及び透明性の確保に努め、

町民に信頼される議会を目指します。 

(2) 議会は、正確な情報を町民と共有し、開かれた議会を実現するため、議会活動に関する情報

公開を徹底します。 

(3) 議会は、町民からの意見を的確に町政に反映させるため、積極的な意見聴取及び議論を展開

する議会運営を行います。 

(4) 議会は、行政の監視機能を強化するため、全員協議会、常任委員会、議会運営委員会及び特



124 

別委員会において必要な資料の提供を求め、十分な審議を行います。 

(5) この条例に定めるもののほか、必要に応じて、議会関係条例等の見直しを行います。

（災害対応） 

第３条 議会は、災害時において、議会機能を維持し、町長その他執行機関の職員等（以下「町長

等」という。）を支援するため次のとおり対応します。 

(1) 議会は、必要に応じて、災害時に対応する組織を設置します。

(2) 議会は、議会及び議員の対応及び行動基準を別に定めます。

第３章 議員の活動原則

（議員の活動原則） 

第４条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動します。 

(1) 議員は、議会の構成員としての自覚を持ち、一部団体及び地域の代表の意見にとらわれず、

町民全体の福祉の向上を目的として活動します。 

(2) 議員は、多様化する町民ニーズに対応するため、自己研さんに努めます。

(3) 議員は、町民の代表者として、高い倫理性が求められていることを自覚するとともに、邑楽

町議会議員政治倫理条例（平成19年邑楽町条例第11号）を遵守し、活動します。 

第４章 町民に開かれた議会 

（町民との連携と説明責任） 

第５条 議会は、町民と連携し、協働によるまちづくりを推進するため、年１回以上の議会報告会

を開催し、情報を共有し、分かりやすい表現で説明責任を果たします。 

（議会広報機能の拡充） 

第６条 議会は、迅速かつ的確な広報手段を充実させるため、情報技術の発達を踏まえた議会だよ

り及びホームページ等の定期的な見直しを行い、広報機能の拡充を図ります。 

（傍聴の推進） 

第７条 議会は、本会議のみならず、全員協議会、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の傍

聴人を増やすため、町民が傍聴しやすい環境の整備を推進します。 

（請願） 

第８条 議会は、紹介議員から請願趣旨の聴取を行います。 

第５章 町民と議会の関係 

（町民参加の推進） 

第９条 議会は、意見提出手続（パブリックコメント手続をいう。）を有効に活用するとともに、町

民からの意見や政策提言を聴取し、議会への町民参加を促進します。 

（意見交換会の開催） 

第10条 議会は、各種団体等から議会に対しての意見を聴取し、行政及び議会活動に反映させるた

め、各種団体等との意見交換会を年１回以上開催します。 

第６章 議会と行政の関係 

（議員と町長等の関係） 

第11条 議会は、二元代表制の原則に従い、審議の場において、町長等と対等関係及び緊張感を保

持します。 
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（政策提案の説明要求） 

第12条 議会は、町長が提案する重要な政策について、その論点及び水準を高めるため、町長に対

して次に掲げる事項を明らかにするよう求めます。 

(1) 政策の根拠法令 

(2) 政策の発生源と提案に至るまでの経緯 

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討結果 

(4) 町民参加の有無とその内容 

(5) 総合計画との整合性 

(6) 財源措置 

(7) 将来にわたるコスト計算書 

（新規条例に関わる規則及び要綱等の説明要求） 

第13条 議会は、町長が提案する新規の条例について、それに関わる規則及び要綱等がある場合は、

その書面及び説明を町長に求めるものとします。 

（議会が議決すべき事件） 

第14条 地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第96条第２項の規定に基づく議会

の議決事件は、次に掲げるものとし、特に重要な計画等について、議会と町長がともに責任を担

い、透明性の高い町政運営に資するものとします。 

(1) 邑楽町総合計画基本構想の策定、変更又は廃止 

(2) 邑楽町総合計画基本計画の策定、変更又は廃止 

(3) 邑楽町地域防災計画の策定、変更又は廃止 

(4) 邑楽町都市計画マスタープランの策定、変更又は廃止 

(5) 邑楽町行政改革大綱の策定、変更又は廃止 

(6) 邑楽町公共施設等総合管理計画の策定、変更又は廃止 

(7) 邑楽町子ども・子育て支援事業計画の策定、変更又は廃止 

(8) 邑楽町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定、変更又は廃止 

(9) 邑楽町障がい者福祉計画の策定、変更又は廃止 

(10) 前各号に掲げるもののほか、町政に係る重要な計画等（当該計画等の期間が３年以上のもの

に限る。）の策定、変更又は廃止 

第７章 議会の機能強化 

（全員協議会の定期的な開催） 

第15条 議会は、常に最新の行政情報を収集し、町民に対して説明責任を果たすため、町長等の出

席を求め、月１回以上、全員協議会を開催します。 

（議員研修の充実強化） 

第16条 議会は、議員の政策立案能力の向上と専門知識の習得を図るため、先進地及び広く各分野

の専門家との研修を行います。 

（議会事務局の体制整備） 

第17条 議会は、議会の監視機能及び調査機能並びに政策立案機能を補助する組織として、議会事

務局の調査機能及び法務機能の充実強化を図ります。 
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（議会図書室の充実） 

第18条 議会は、議会及び議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実を図ります。 

第８章 議員の身分及び待遇 

（議員定数） 

第19条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町民の客観的意見、町政

の現状及び課題の変化、それに伴う議会の役割並びに将来の予測及び展望を十分考慮するものと

します。 

２ 議員定数の条例改正の議案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、明

確な改正理由を付して、法第109条第６項又は第112条第１項の規定に基づき、委員会又は議員か

ら提出するものとします。 

３ 前項に規定する議案は、町の人口、面積、財政力及び町の事業課題を考慮し、類似町村の議員定

数と比較検討し、決定します。 

（議員報酬） 

第20条 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町民の客観的意見、町政

及び議会の現状及び課題の変化並びにそれに伴う議員の役割を十分考慮するものとします。 

２ 議員報酬の条例改正の議案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、明

確な改正理由を付して、法第109条第６項又は第112条第１項の規定に基づき、委員会又は議員か

ら提出するものとします。 

３ 前項に規定する議案は、町の人口、面積、財政力及び町の事業課題を考慮し、類似町村の議員報

酬と比較検討し、決定します。 

第９章 最高規範性と見直し手続 

（最高規範性） 

第21条 この条例は、議会における最高規範であり、議会は、この条例の趣旨に反する条例及び規

則等を制定しないものとします。 

（条例に関する研修） 

第22条 議会は、議員にこの条例の本旨と理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速や

かに、この条例の研修を行うものとします。 

（見直し手続） 

第23条 議会は、この条例の目的が達成されているか否かを議員全員で、年１回以上検証します。 

２ 議会は、前項による検証の結果に基づき、この条例及び議会関係条例等の改正が必要な場合は、

適切な措置を講じます。 

３ 議会は、この条例を改正する場合には、本会議において改正の理由及び背景を詳しく説明する

ものとします。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （邑楽町総合計画基本構想の議決に関する条例の廃止） 

２ 邑楽町総合計画基本構想の議決に関する条例（平成27年邑楽町条例第20号）は、廃止する。 
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邑楽町総合開発計画審議会条例 

（設置） 

第１条 邑楽町総合開発計画に関し、町長の諮問に応じて、必要な事項の調査及び審議を行うため、

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の４第３項の規定に基づき、邑楽町総合開発計画審議会

(以下「審議会」という。)を置く。 

（組織） 

第２条 審議会は委員20人以内で組織し、委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱す

る。 

(1) 町議会の議員 10人以内

(2) 知識経験のある者 10人以内

（任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、企画課において処理する。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和53年条例第21号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年４月１日から適用する。 

附 則（昭和57年条例第15号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和60年条例第13号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年８月１日から施行する。 
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諮問書・答申書 

（諮 問） 

邑企発第 67 号 

令和２年６月 25 日 

邑楽町総合開発計画審議会 

会長 神谷 長平 様 

邑楽町長 金子 正一 

（ 企 画 課 ） 

邑楽町第六次総合計画後期基本計画について（諮問） 

邑楽町総合開発計画審議会条例（昭和 45 年条例第 23 号）第１条の規定に基づき、邑楽

町第六次総合計画後期基本計画について貴審議会の意見を求めます。 
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（答 申）

令和２年 10 月 26 日 

邑楽町長 金 子 正 一 様 

邑楽町総合開発計画審議会 

会 長  神 谷 長 平 

邑楽町第六次総合計画後期基本計画（案）について（答申） 

令和２年６月 25 日邑企発第 67 号をもって諮問のあった、邑楽町第六次総合計画後期基

本計画（案）について慎重に審議した結果、当計画の基本構想の実現に向け、積極的に推

進すべき計画であると認め、次のとおり答申します。 

― 答 申 ― 

 本格的な人口減少や少子高齢化社会を迎える中、将来にわたって全ての町民が安心して暮

らせるまちづくりを進めるためには、町民や事業者、行政など、多様な主体が協働して、当

計画に基づく施策を実行していくことが大切であり、審議会の中で示された審議会委員の意

見・要望を踏まえ、自助・共助・公助による一体的で持続可能なまちづくりを展開されたい。 

また、既存の手法にとらわれることなく、町民ニーズを的確に把握した質の高い行政サー

ビスの提供が不可欠であり、先進的技術や民間活力の活用などさらなる町民の利便性向上に

努められたい。 

さらに、新型コロナウイルス感染症や近年の猛烈な台風などへの危機管理体制の整備を一

層図るとともに、地方創生や移住定住へ向け、より一層の先駆的で魅力的な施策を展開され

たい。 

なお、当計画の実施にあたっては、施策評価や附随する個別計画の進捗管理を確実に行う

ことにより、効果的・効率的な行政運営の推進と行政の透明化を図られたい。 
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審議会意見・要望 

「後期基本計画」について 

 「邑楽町第六次総合計画」では、町の将来像を「やさしさと活気の調和した夢あふれるま

ち“おうら”」とし、その実現に向けた行政運営がなされていますが、「後期基本計画」の施

策実施にあたっては、以下の点に配慮を求めます。 

基本目標１ 誰もが健やかに安心して暮らせるまちづくり 

 誰もが生涯にわたり住み慣れた地域で、健康に暮らし、安心して子どもを産み育てられる

よう、ライフステージに合わせた医療や健康・福祉に関する取組を進められたい。また、防

災対策や防犯・交通安全など、安全で安心して暮らせる生活環境づくりに努められたい。

＜審議会委員からの意見・要望＞

・地域完結型医療体制の確立

・食育の推進による健康寿命の延伸

・地域福祉活動の推進

・自助・共助・公助の役割分担及び公助の推進

・認知症への対応や終末期医療の推進

・地域包括ケアシステムの推進

・高齢者福祉施設の適切な維持管理及び充実

・健康寿命を延ばすことによる社会保障制度の健全な運営

・多言語での母子手帳の提供

・子育てへの男性参加の促進

・災害時の要支援者応急体制の充実

・避難所運営マニュアルの活用

・災害時の外国人住民への対応

・雨水浸水対策の推進

・自主防災組織の推進

・危機管理組織体制の確立

・行政と地域との協働による地域防災、防犯、安全施策の推進
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基本目標２ 快適な暮らしと魅力ある産業があるまちづくり 

 計画的な土地利用や都市基盤の整備によって、暮らしや産業活動、人々の交流を支える、

都市と自然のバランスのとれた便利で快適なまちづくりを進められたい。また、地域特性を

生かした産業の振興を図り、働く意欲のある全ての人が生き生きと働ける環境づくりに努め

られたい。 

 

＜審議会委員からの意見・要望＞ 

・耕作放棄地対策の推進 

・農業機械の一元管理機構の設置による農家の負担軽減 

・産業団地の推進 

・多々良沼周辺の集客施設の整備 

・河川の整備 

・コンパクトなまちづくりの推進 

・新焼却炉の容量及び搬入手数料の適正化 

 

基本目標３ 豊かな心を育む教育のまちづくり 

保育園では、保育の質の向上を図り、また、幼稚園や小・中学校ではハード・ソフト両

面で教育環境を充実し、未来を担う心豊かでたくましい子どもを育てることに努められた

い。また、地域全体でのスポーツ・文化などの生涯学習の取組を進め、誰もが生涯にわた

って学び合い、自らの力や心を磨ける教育環境づくりを進められたい。 

 

＜審議会委員からの意見・要望＞ 

・幼稚園及び保育園職員の質の向上及び待遇改善 

・幼稚園及び保育園の人事交流の活発化 

・登下校時の安全確保 

・部活動指導員導入による教職員の多忙化改善 

・スポーツ環境の改善 

・文化財の一元管理と活用 
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基本目標４ 時代の変化に対応し町民に信頼されるまちづくり 

一人一人の個性を尊重するとともに、地域コミュニティ活動の活発化や町民と行政の協

働によって、魅力ある地域社会づくりを進められたい。また、効率的な行財政運営や広域

行政の推進によって、町民に信頼される機能的な組織体制を図られたい。 

＜審議会委員からの意見・要望＞

・町民参画機会の促進

・効率的で先進的な行政運営の推進

・重要施策への必要人員の確保

・経済状況や財政状況の分析
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く 
群馬いきいき G カン

パニー制度 

育児や介護と仕事の両立、女性の活躍推進、従業員のワーク・ライ

フ・バランスの実現に取り組む事業所を「群馬いきいき Gカンパニ

ー」として認証する制度。 

 
ぐんま若者サポート

ステーション 

働くことに悩みを抱えている 15 歳～49歳の人に対し、専門的な相

談、コミュニケーション訓練などによるステップアップ、就労体験

などにより、就労に向けた支援を行う身近に相談できる機関。 

け 
経営発達支援計画 

小規模事業者支援法に基づく、小規模事業者の持続的な発展を支援

するため、商工会と町とで共同で作成し、国が認定する計画。 

 

健康マイレージ事業 

自治体において、住民に健康づくりを促進する新しい仕組みであり、

住民は、自治体が決定した健康づくりメニューを一定期間行うこと 

を条件に特典を受けられる制度。 

こ 

公助 

福祉：法律や制度に基づき、行政機関などが提供する自助及び共助

ではまかないきれない生活保障サービス。 

防災：行政機関や消防、警察による救助活動や支援物資の提供など

の公的支援。 

 合計特殊出生率 15 歳～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの。 

 

子育て世代包括支

援センター 

母子保健法及び子ども・子育て支援法の規定に基づき、妊娠期から

子育て期にわたるまでの母子保健について、専門的な見地から子育

てに関する相談支援事業を実施し、子育て世代への切れ目ない支援

を行う機関。 

さ 

産後ケア事業 

医療機関等を利用したり、助産師等に自宅訪問してもらうことで産

後間もない体や心のケア、授乳指導や育児相談等を受けることがで

きる支援体制を確保する事業。 

し 

自助 

福祉：町民一人一人が豊かな生活を送るために自ら努力すること。 

防災：家庭等で日頃から災害に備えたり、災害時には事前に避難し

たりするなど、自分で自分の身を守ること。 

 

児童委員 

地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを

見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行

う地域福祉の担い手。 

 

児童相談所 

児童の福祉増進について相談に応じ、必要によっては児童及びその

家庭につき必要な調査・判定・指導を行う機関（18 歳未満の児童の

福祉や健全育成等に関する相談に応じ、児童や保護者に最も適した

援助や指導を行う行政機関）。 

 

児童扶養手当 

ひとり親世帯に暮らす児童について扶養者に支給する手当（児童扶

養手当法に基づいた制度であり、離婚によるひとり親世帯等、父又

は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定

と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、児

童福祉の増進を図ること）。 

 出生率 人口 1,000 人に対する一年間の生産児数の割合。 

 
ジュニアリーダー 

子ども会を中心にキャンプやレクリエーションなどの地域活動を行

う中学生あるいは高校生。 

 
食育 

様々な経験を通じて、「食」に関する知識と、バランスの良い「食」

を選択する力を身に付け、健全な食生活を実践できる力を育むこと。  
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食料品アクセス問題 

高齢者等を中心に食料品の購入や飲食に不便や苦労を感じる、いわ

ゆる買い物難民、買い物弱者、買い物困難者という人たちが増加し

ている社会的な課題。 

新興感染症 
最近新しく認知され、局地的にあるいは国際的に公衆衛生上の問題

となる感染症。 

そ 
創業支援等事業 

計画 

産業競争力強化法に基づき、地域の創業を促進させるため、市町村

が民間の創業支援事業者（地域金融機関、商工会等）と連携して、

創業支援を実施するための国が認定する計画。 

た 
多子軽減 

第２子以降の子に係る経済的負担を軽減する制度（制度により第１

子の年齢制限や軽減率が異なる）。 

ち 
地域包括ケアシス 

テム

重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護及び

生活支援・介護予防が一体的に提供されるシステム。 

中小企業退職金共

済制度 

退職金制度をもつことが困難な中小・零細企業を対象にした国の退

職金制度。 

長期休業 
学年始め、夏季、冬季、学年末等の休業日（いわゆる夏休み、冬休

み、春休みのこと）。 

て 
ＤＶ 

（ディーブイ） 

ドメスティック・バイオレンス（domestic-violence）の略。明確な

定義はないが、「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった

者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多い。 

と トップアスリート その競技で最高水準の実力を認められている運動選手。 

に 

ニュースポーツ

20 世紀後半以降に新しく考案、紹介されたスポーツで、勝敗にこだ

わらず、レクリエーションの一環として気軽に楽しむことに主眼を

置いた身体運動。 

妊産婦 妊娠中又は出産後一年以内の女子。 

認定こども園 
教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育園の両方の良さを

持っている施設。 

は 
パブリックビューイ 

ング

スタジアムや公園、広場などの特設会場などに設置された大型スク

リーンで、別の会場で行われているスポーツの試合などを観戦する

こと、又はそれを目的としたイベント。

パラスポーツ 障がい者が行うスポーツ全般。

ひ 
PDCA マネジメント 

（ピーディーシーエ

ー） 

マネジメントの品質を高めようとする手法の一種で、計画（Plan）、

実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）の頭文字をとったも

の。総合計画のおいても基本計画・実施計画などの立案から、実行、

評価、改善に至るまでのプロセス。

ひとり親家庭等 
母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子、及び

配偶者のない男子又は父母のいない児童を養育している者。

非認知能力 

IQ（知能指数）などの、テストで測ったり、数値化したりすること

が出来る知的な能力（認知的能力）とは異なり、意欲や、好奇心、

粘り強さ、意思などの能力。

ふ ファミリー・サポート・

センター

地域において育児の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、

育児について助け合う会員組織。 

不育症 
妊娠はするけれども、２回以上の流産、死産を繰り返して結果的に

子どもを持てない場合の状態。 
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福祉医療 

子ども、重度心身障害者、母子家庭の母と子及び父子家庭の父と子

が社会保険等で医療を受けた場合に自己負担をしなければならない

費用を支給する制度。 

不妊症 
妊娠を望む健康な男女が、避妊をしないで性交をしているにもかか

わらず、一定期間（一般的に 1年）妊娠しない場合の状態。 

ほ 
放課後児童健全育

成事業 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童

に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して

適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全育成を図るもの。 

保健福祉事務所 保健・医療・福祉の総合的な相談窓口。 

ま 
マイタイムライン

台風の接近によって河川の水位が上昇する時に、自分自身がとる標

準的な防災行動を時系列的に整理し、とりまとめる行動計画表。 

まかせて会員 
ファミリー・サポート・センターにおいて、育児援助を行う人のこ

と。

み 
未就学児 

小学校入学前の子ども（小学校などの初等教育機関に就学する年齢

（学齢）に満たない児童のこと）。 

民生委員 

厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の

立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努

める者であり、「児童委員」を兼ねる。 

め 
メタボリック症候群

内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることによ

り、心臓病や脳卒中などになりやすい病態。 

ゆ ユニバーサルデザ

イン

障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が利用し

やすいよう、都市や生活環境をデザインする考え方。 

よ 幼児教育（教育・保

育） 

小学校就学前の幼児を対象とする教育。日本では幼稚園・保育所で

の教育を指す。広義には、家庭や地域での教育を含む。 

4R 運動 

ごみを減らす取組として、リフューズ（Refuse）断る、リデュース

（Reduce）減らす、リユース（Reuse）繰り返し使う、リサイクル

（Recycle）資源として再利用、の４つの頭文字「R」をとった運

動。ごみになるものを家庭に持ち込まない、将来ごみになりそうな

ものは、買う量・使用量を減らす、不要なものが出ても、繰り返し

使う、正しく分別し、資源として再利用するといった取組。 

り 

両親学級 

妊婦と父親になる人を対象とした、妊娠中の健康管理や過ごし方・

沐浴などの育児を体験できる講座。これから母親又は父親となる者

同士の出会いや交流の場も兼ねる。 

れ 

レファレンスサービス

何らかの情報要求を持っている図書館利用者に対し、その必要とす

る情報あるいは情報源を効率よく入手できるように援助する図書館

職員によるサービス。 
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基本構想

～基本構想～ 
※邑楽町第六次総合計画基本構想は、平成 28 年（2016 年）第３回議会定例会にて議決済み。
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41 効率・効果的な行政運営の推進 

 町民サービスの質を低下させることなく無駄のない効率的な行政運営を図るため、選択と集中によ

る計画的な事業を推進します。また、機能的な組織の構築と公共施設の適正な管理を図ります。 

42 財政運営の健全性の確保 

 多様化する行政需要に対応するため、社会・経済情勢の動向に留意し、自主財源の確保と依存財源の

活用に努めます。また、徹底した経費節減を図り、長期的な展望に立った健全で計画的な財政運営に取

り組みます。 

43 広域行政の推進 

 広域化する行政需要に対応し、町域を越えた行政課題に積極的に取り組むため、県・周辺市町と連携

し広域的視点に立った行政運営を推進します。 










